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令 和 ２ 年 度 答 申 第 ９ 号 

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 日 

 

諮問番号 令和２年度諮問第１号、第２号（令和２年４月７日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 被爆者健康手帳の交付申請却下処分に関する件２件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの各審査請求に関する上記審査庁の各諮問に対し、次のとお

り答申する。 

 

結     論 

 

本件各審査請求は棄却すべきであるとの各諮問に係る審査庁の判

断は、いずれも妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、２回にわたり、

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号。以下

「被爆者援護法」という。）１条３号所定の被爆者に該当すると主張して（１

回目は国民学校で、２回目は自宅近くの防空壕で、それぞれ被爆して負傷した

者（以下「被爆負傷者」という。）の救護をしたと主張して）、Ａ知事（以下

「処分庁」という。）に対し、被爆者援護法２条１項の規定に基づき、被爆者

健康手帳の交付申請をしたところ、処分庁が、審査請求人の主張に係る上記事

実を確認することができないとして、上記交付申請をいずれも却下する処分

（以下「本件各却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれらを

不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令等の定め 

⑴ 被爆者援護法１条は、「被爆者」とは、同条各号のいずれかに該当する

者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいうと規定し、同条３
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号には、「前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後

において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあっ

た者」が掲げられている。 

⑵ 被爆者援護法２条１項は、被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、

その居住地の都道府県知事に申請しなければならないと規定し、同条３項

は、都道府県知事は、申請者が被爆者援護法１条各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとすると規定

している。 

⑶ 上記⑴の被爆者援護法１条３号の要件該当性の判断、すなわち、「原子

爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響

を受けるような事情の下にあった者」に該当するか否かの判断については、

広島県、長崎県、広島市及び長崎市が、協議の上、「被爆者援護法第１条

第３号に係る審査の指針」（以下「本件審査指針」という。）を取りまと

めたことから、厚生労働省は、各都道府県、広島市及び長崎市に対し、被

爆者健康手帳の交付申請については本件審査指針に従って審査するよう依

頼する事務連絡（平成２２年２月２３日付け厚生労働省健康局総務課原子

爆弾被爆者援護対策室事務連絡「被爆者援護法第１条第３号に係る審査の

指針について」）を発出している。 

  本件審査指針では、原子爆弾が投下されたその後、次のいずれかの被爆

状況に該当する者（以下「被爆状況該当者」という。）は、被爆者援護法

１条３号に該当すると認めることとし、被爆状況該当者に該当しない者に

ついては、次のいずれかの被爆状況に相当する被爆事実が認められるかに

ついて個別に審査を行うこととしている。 

ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令（平成７年政令第２

１６号。以下「被爆者援護法施行令」という。）１条２項に定める期間

内（広島市に投下された原子爆弾については、昭和２０年８月２０日ま

でをいう。以下イ及びウにおいて同じ。）に、原子爆弾が投下された当

時の被爆者援護法施行令別表第二に掲げる区域以外の区域（以下「被爆

者援護法１条３号適用区域」という。）において、被爆負傷者が多く集

合していた環境（１５名以上の被爆負傷者が収容されている収容施設等

又は５名以上の被爆負傷者が収容されている病室等（出入口以外は壁等

で閉ざされ、比較的狭小な部屋等として独立している空間に限る。）を

いう。）に相応の時間とどまった（２日以上、上記の環境にいたこと又
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は１日であっても、午前及び午後に上記の環境にいたことを確認するこ

とができる場合に該当することをいう。）と認められる者 

イ 被爆負傷者が収容されている環境にいたが、上記アに該当しない者に

ついては、被爆者援護法施行令１条２項に定める期間内に、被爆者援護

法１条３号適用区域において、被爆負傷者との接触により、上記アに該

当する者と同程度以上の被爆状況にあった（被爆負傷者と１日当たり５

名以上の接触が認められる場合に該当することをいう。以下ウにおいて

同じ。）と認められる者 

ウ 被爆した者の輸送又は被爆した者の死体の処理に従事し、被爆負傷者

と接触があった者であって、被爆者援護法施行令１条２項に定める期間

内に、被爆者援護法１条３号適用区域において、上記アに該当する者と

同程度以上の被爆状況にあったと認められるもの 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 審査請求人は、平成２９年４月２６日、処分庁に対し、昭和２０年８月

７日から、被爆者援護法１条３号適用区域にあるＢ国民学校で被爆負傷者

の救護をしたとして、被爆者援護法２条１項の規定に基づき、被爆者健康

手帳の交付申請（以下「本件先行申請」という。）をした。 

（本件先行申請に係る被爆者健康手帳交付申請書） 

⑵ 処分庁は、平成２９年８月３日付けで、審査請求人に対し、審査請求人

の申請内容を確認することができないから、審査請求人は被爆者援護法１

条３号所定の被爆者に該当しないとの理由を付して、本件先行申請を却下

する処分（以下「本件先行却下処分」という。）をした。 

（本件先行却下処分に係る被爆者健康手帳交付申請の却下について（通知）） 

⑶ 審査請求人は、平成２９年１０月６日、処分庁を経由して、審査庁に対

し、本件先行却下処分を不服として１回目の審査請求（令和２年度諮問第

１号に係るもの）をした。 

（審査請求書） 

⑷ 審査請求人は、平成２９年１０月６日、処分庁に対し、昭和２０年８月

１２日から同月１６日まで、被爆者援護法１条３号適用区域にある自宅近

くの防空壕で被爆負傷者の救護をしたとして、被爆者援護法２条１項の規

定に基づき、被爆者健康手帳の交付申請（以下「本件後行申請」という。）

をした。 
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（本件後行申請に係る被爆者健康手帳交付申請書） 

⑸ 処分庁は、平成３０年１月１０日付けで、審査請求人に対し、審査請求

人の申請内容を確認することができないから、審査請求人は被爆者援護法

１条３号所定の被爆者に該当しないとの理由を付して、本件後行申請を却

下する処分（以下「本件後行却下処分」という。）をした。 

（本件後行却下処分に係る被爆者健康手帳交付申請の却下について（通知）） 

⑹ 審査請求人は、平成３０年３月２６日、処分庁を経由して、審査庁に対

し、本件後行却下処分を不服として２回目の審査請求（令和２年度諮問第

２号に係るもの）をした。 

（審査請求書） 

⑺ 審査庁は、令和２年４月７日、当審査会に対し、１回目の審査請求も２

回目の審査請求も棄却すべきであるとして各諮問をした。 

（各諮問書、各諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人がＢ国民学校で被爆負傷者の救護をしたこと及び自宅近くの防

空壕で被爆負傷者の救護をしたことは、いずれも事実であるから、本件各却

下処分（本件先行却下処分及び本件後行却下処分）の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

 １ 審査庁は、審理員意見書にあるとおり、審査請求人が被爆者援護法１条３号

の要件に該当することを確認することができないとして、１回目の審査請求

も２回目の審査請求も棄却すべきであるとしている。 

 ２ 審理員の意見の概要は、以下のとおりである。 

  ⑴ １回目の審査請求について 

    審査請求人は、昭和２０年８月６日当時、Ｂ国民学校の初等科１年生であ

ったと主張し、一緒に被爆負傷者の救護をした者として、実際にＢ国民学

校に在籍していた友人のＰ（以下「友人Ｐ」という。）の名前を挙げてい

るから、審査請求人が当時Ｂ国民学校の初等科１年生であったという主張

には一定の信憑性がある。しかし、友人Ｐの被爆者健康手帳の交付申請時

の資料には、審査請求人に係る記載がない。また、審査請求人が主に救護

をしたと主張する叔母のＱ（以下「叔母Ｑ」という。）は、事情聴取がで

きる状態にない。そして、他に、審査請求人が、同月７日以降、Ｂ国民学

校で被爆負傷者の救護をしたという主張を裏付ける証拠は存在しない。 

  ⑵ ２回目の審査請求について 
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    審査請求人は、昭和２０年８月１２日以降、８名程度の被爆負傷者が収容

されていた自宅近くの防空壕で主に叔母Ｑの救護をしたと主張するが、そ

の主張を裏付ける証拠は存在しない。また、上記防空壕の場所、広さ及び

構造が不明であり、上記防空壕に収容されていたという被爆負傷者の人数

を裏付ける証拠も存在しない。 

⑶ そうすると、１回目の審査請求についても、２回目の審査請求について

も、審査請求人が本件審査指針に定める被爆者援護法１条３号の要件に該

当することを確認することができない。 

したがって、本件各却下処分は違法又は不当なものとは認められず、本

件各審査請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件各諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件各審査請求から本件各諮問に至るまでの各手続

に要した期間は、次のとおりである。 

ア １回目の審査請求について 

  審査請求受付（処分庁）：平成２９年１０月６日 

      （審査庁）：同月１２日 

審理員の指名     ：令和元年８月３０日 

            （審査請求受付から約１年１１か月） 

    審理員意見書提出   ：令和２年３月６日 

                （審査請求受付から２年５か月） 

    諮問         ：同年４月７日 

                （審査請求受付から約２年６か月） 

イ ２回目の審査請求について 

審査請求受付（処分庁）：平成３０年３月２６日 

      （審査庁）：同年４月３日 

審理員の指名     ：令和元年８月３０日 

            （審査請求受付から約１年５か月） 

    審理員意見書提出   ：令和２年３月６日 

                （審査請求受付から約１年１１か月） 

    諮問         ：同年４月７日 

                （審査請求受付から約２年） 

⑵ そうすると、本件では、審査庁による審査請求受付から審理員の指名ま
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でに、１回目の審査請求では約１年１１か月、２回目の審査請求では約１

年５か月もの長期間を費やしたため、審査請求受付から諮問までに、１回

目の審査請求では約２年６か月、２回目の審査請求では約２年もの期間を

要している。換言すれば、審理員の指名が速やかに行われていたならば、

審査請求受付から諮問までの期間は、１回目の審査請求でも、２回目の審

査請求でも、７か月程度で済んだものと考えられる。 

  行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）は、簡易迅速な手続の下で

国民の権利利益の救済を図ることを目的としている（１条１項参照）から、

本件各審査請求受付から本件各諮問までに上記のような長期間を要したこ

とは、同法の目的にもとるものというほかない。 

当審査会は、被爆者援護法に係る諮問に対し、累次にわたり、審査請求

の審理期間の長さを指摘して速やかな改善を求めてきたところである（被

爆者援護法に基づく医療特別手当の失権処分に関する平成３０年度答申第

２１号、第６６号、第７３号、第８６号及び第８７号並びに令和２年度答

申第６号、被爆者健康手帳の交付申請却下処分に関する令和元年度答申第

４７号、第６８号、第７１号、第８１号及び第８８号）が、依然として改

善が図られていないのは遺憾である。審査庁における真摯な対応が求めら

れる。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件各諮問に至るまでの一連の手続に特

段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件各却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 審査請求人は、本件先行申請では、原子爆弾投下当時、Ｂ国民学校の初

等科１年生であったところ、同校の校長や担任のＲ先生から、同校に被爆

負傷者が運ばれてきたので、その救護を手伝うようにとの指示を受け、昭

和２０年８月７日から、友人Ｐとともに、叔母Ｑを含む多くの被爆負傷者

の救護をしたと主張し（本件先行申請に係る被爆者健康手帳交付申請書添

付の被爆申述書）、本件後行申請では、同校に収容される被爆負傷者が多

くなってきたので、叔母Ｑを同校から自宅に連れて帰ったが、叔母Ｑを自

宅近くの防空壕に入れることになり、同月１２日から同月１６日まで、そ

の防空壕で、母のＳ及び叔母のＴとともに、叔母Ｑと８名くらいの被爆負

傷者の救護をしたと主張している（本件後行申請に係る被爆者健康手帳交

付申請書添付の被爆申述書）。 

  したがって、本件では、審査請求人が本件審査指針に定める被爆状況該
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当者（上記第１の１の⑶のア又はイ）に該当するかが問題となっているが、

審査請求人は、この点に関する上記主張を証明する資料を何ら提出してい

ない。 

⑵ 一件記録を検討すると、Ｂ国民学校に被爆負傷者を収容する施設が開設

され、多くの被爆負傷者が収容されたことが認められ（Ｃ原爆戦災誌第４

巻所収・同誌第２編第５章第２節第２項（Ｄ市における救援状況））、叔

母Ｑも被爆して負傷し、同校に収容されて救護を受けたことを示す資料

（友人Ｐの被爆者健康手帳の交付申請時の資料）はあるが、この資料には、

審査請求人が同校で被爆負傷者の救護をしたことをうかがわせる記載は見

当たらない。そして、審査請求人が名前を挙げているＢ国民学校のＲ先生

や同校の他の教員（Ｕ）の被爆者健康手帳の交付申請時の資料にも、同校

の初等科１年生が被爆負傷者の救護をするよう指示を受けたことや被爆負

傷者の救護をしたことをうかがわせる記載は見当たらないし、処分庁が調

査したところによると、同校の初等科１年生であった者に対する被爆者健

康手帳の交付事例は、Ａ県でもＥ市でも見当たらない（処分庁の審査庁に

対する令和２年４月１７日付け回答）。そうすると、本件先行申請につい

ては、審査請求人がＢ国民学校で被爆負傷者の救護をしたという事実を確

認することができない。 

また、一件記録を精査しても、叔母Ｑが審査請求人の自宅近くの防空壕

に入れられたことをうかがわせる記載は見当たらない。そして、処分庁が、

審査請求人の自宅があったＦ町の居住者で被爆負傷者の救護をしたとして

被爆者健康手帳の交付を受けたものの当該救護の状況を調査したところに

よると、防空壕で被爆負傷者を救護したという事例は見当たらない（処分

庁の審査庁に対する令和２年４月１７日付け回答）。そうすると、本件後

行申請についても、審査請求人が主張する防空壕で被爆負傷者の救護をし

たという事実を確認することができない。 

  ⑶ したがって、審査請求人については、本件審査指針に定める被爆状況該当

者（上記第１の１の⑶のア又はイ）に該当する事実があったことを確認す

ることができないし、他に、本件審査指針に定める被爆状況に相当する被

爆事実があったことを確認することができる資料もないから、審査請求人

は、被爆者援護法１条３号所定の被爆者に該当しない。 

    よって、本件各却下処分は、違法又は不当であるとはいえない。 

３ まとめ 
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以上によれば、本件各審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの各

諮問に係る審査庁の判断は、いずれも妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   中 山   ひ と み 

委   員   野 口   貴 公 美 
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